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【訪問介護事業所 kitto・care 御所南】 

訪問介護重要事項説明書 

＜令和 8  年 2 月 1  日現在＞  

 

１ 訪問介護事業者（法人）の概要  

名称・法人種別  合同会社 H2プロダクト 

代 表 者 名 正垣真由理 

 

所在地・連絡先  

 

（住所） 京都府宇治市木幡平尾54-2 

（電話） 0774-33-0013 

（FAX）  0774-38-1788 

 

 

２ 事業所の概要  

 ⑴ 事業所名称及び事業所番号  

事業所名  訪問介護事業所kitto・care御所南 

 

 

所在地・連絡先  

 

 

（住所） 京都市中京区間之町通竹屋町下る 

     楠町610番地 森マンション41 

（電話） 075-748-1923 

（FAX ） 075-748-1924 

事業所番号   

 管理者の氏名  正垣 一真 

 

 ⑵ 事業所の職員体制  

従業者の職種  

 

人数  

（人） 

区分  常勤換算後

の人数（人） 

職務の内容 

 常勤(人) 非常勤(人) 

管理者 1 1  0.2   

サービス提供責任者 1 1  0.5  

訪 

問 

介 

護 

員 

介護福祉士 2   0.7  

 

介護職員 

  

  

介護職員 
実務者研修 

2 1 1 1.1 

介護職員 
初任者研修 

1  1 0.3 

介護職員基礎
研修修了者 

    

１級ヘルパー     

２級ヘルパー      
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 ⑶ 通常の事業の実施地域  

通常の事業の実施地域 京都市右京区（京北地区除く）、左京区の北大路通り以南、 

上京区、中京区、下京区、東山区の東大路通り以西 

  ※上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。  

 

 ⑷ 営業日・営業時間  

営業日  営業時間  

月曜日～金曜日 午前9時00分～午後4時00分まで  

 

営業しない日  日曜日・祝祭日・12月29日～1月3日 

※サービス提供日は２４時間年中無休とする。 

 

３ サービスの内容  

  種類 内容・手順  

 

 

１ 身体介護  

 

 

食事介助 食事の介助を行います。 

入浴介助 衣服の着脱、入浴の介助、清拭、洗髪を行います。 

排泄介助 排泄の介助、おむつ交換を行います。 

その他  体位変換、洗顔、歯磨きなどの日常の生活を営む

ために必要な身体介護を行います。 

服薬介助 包化された薬の準備、服薬を促す、飲み忘れ・飲み

こぼしの確認、後片付けを行います。 

 

 

２ 生活援助  

 

 

 

買い物 利用者の日常に必要な物品の買い物を行います。 

調 理  利用者の食事を用意します。 

掃 除  利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。 

洗 濯  利用者の衣類の選択を行います。 
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４ 費用  

 ⑴ 介護保険給付対象サービス  

 介護保険の適用がある場合は、原則として料金表の利用料金の１割（一定以上の所得

のある方は２割・3割）が利用者様の負担額となります。 

【料 金 表】  

（訪問介護） 

 
 

サービスの内容 
      

１回あたりの所要時間 

サービス利用料
金 

利用者負担額  
（1割の場合） 

利用者負担額 

 （2割の場合） 

利用者負担額 

 （3割の場合） 

身
体
介
護
中
心
型 

２０分未満 １，７４４円 １７５円 ３４９円 ５２４円 

２０分以上３０分未満 ２，６１０円 ２６１円 ５２２円 ７８３円 

３０分以上１時間未満 ４，１４０円 ４１４円 ８２８円 １，２４２円 

１時間以上１時間３０分未満 ６，０６６円 ６０７円 １，２１４円 １，８２０円 

１時間３０分以上 
３０分増すごとに

８７７円を加算 

３０分増すごとに 

８８円を加算 

３０分増すごとに 

１７６円を加算 

３０分増すごとに 

２６４円を加算 

引き続き「生活援助中心型」を 
算定する場合 

２５分増すごとに

６９５円を加算 

（身体介護の所要

時間が20分以上の

場合に限る。） 

２５分増すごとに 

７０円を加算 

２５分増すごとに 

１３９円を加算 

２５分増すごとに 

２０９円を加算 

生
活
援
助
中
心
型 

２０分未満     

２０分以上４５分未満 １，９１５円 １９２円 ３８３円 ５７５円 

４５分以上 ２，３５４円 ２３６円 ４７１円 ７０７円 

 

夜間（午後６時から午後１０時）・早朝 

(午前６時から午前８時）の加算  
上記の額に１回につき２５％加算します。 

深夜（午後１０時から午前６時）の加算  上記の額に１回につき５０％加算します。 

 

・加算項目  

サービス内容 サービス利用料金 利用者負担額 
（1割の場合） 

利用者負担額 
（2割の場合） 

利用者負担額 
（3割の場合） 

初回加算  ２，１４０円／回 ２１４円／回 ４２８円／回 ６４２円／回 

緊急時訪問介護加算 １，０７０円 １０７円 ２１４円 ３２１円 

介護職員等処遇改善 

加算 （Ⅰ） 
所定単位数に２４５／１，０００を加算 

特定事業所加算（Ⅱ） 所定単位数に１０／１００を加算 
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・ 上記料金算定の基本となる時間は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、利用者

様の訪問介護サービス計画に定められたサービスにかかる標準的な時間を基準としま

す。  

・ 介護保険での給付の範囲を超えたサービス利用の利用料金は、事業者が別に設定し、全

額が利用者の自己負担となりますのでご相談ください。  

・ 介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行われ

ない場合があります。その場合、利用者様は 1 ヶ月につき料金表の利用料金全額をお支 

払いください。利用料のお支払いと引き換えにサービス提供証明書と領収証を発行しま

す。  

・ 利用者の身体的理由もしくは暴力行為等の事情があり、かつ、利用者様又はその家族等  

の同意を得て、訪問介護員が２人で訪問する場合は、２人分の料金となります。 

 

⑵ 交通費  

 ２の⑶の通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。  

 通常の事業の実施地域以外の地域にお住まいの方は，通常の事業の実施地域を越えた所

から公共交通機関を利用した実費が必要となります。  

 なお、自動車を使用した場合は次の交通費をいただきます。 

事業の実施地域を越えた地点から、片道５キロ未満 ５００円 

事業の実施地域を越えた地点から、片道５キロ以上 １，０００円 

 

⑶ その他の費用  

 サービスの実施に必要な居宅の水道、ガス、電気、電話等の費用は、利用者様の負担

となります。  

 

⑷ キャンセル料  

 利用者様の都合によりサービスを中止する場合は、次のキャンセル料をいただきます。 

 ただし、利用者様の病状の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。 

利用日の２日前までに連絡があった場合 無    料  

利用日の前日に連絡があった場合   ５００円 

利用日の前日までに連絡がなかった場合  １，０００円 
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⑸ 利用料等のお支払方法  

毎月、10 日までに前月分の請求をいたしますので、毎月末までに以下の方法により

お支払いください（口座引き落としの場合は、２７日にお引き落しいたします）。  

なお、入金確認（お支払い）後、領収証を発行します。 

 

 

支払い方法 支払い要件等 

銀行振り込み 

次の口座にお振込みください。 

＜振込先口座＞ 

京都銀行木幡支店 （３０６） 

普通預金口座（口座番号３６１１１９３） 

口座名義 ド）エイチツープロダクト 

口座引き落とし 

御指定いただいた、次の口座から引き落としいたします。 

＜御指定の口座＞ 

銀行    支店  

普通預金口座（口座番号          ） 

口座名義 

※お客様のご通帳には「DF」リコーリース」と印字されます。 

現金払い 当事業所の窓口にて、お支払いください。 

 

 

５ 事業所の特色等  

⑴ 事業の目的  

当事業所が行う訪問介護の事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関

する事項を定め居宅介護などの円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格

を尊重して常に利用者等の立場に立った居宅介護等の提供を確保することを目的とす

る。 

 

 

⑵ 運営方針  

事業所の訪問介護員等は、要介護者等の身心の特性を踏まえて、その有する能力に応じ

自立した日常生活を営むことができるよう、入浴・排せつ・食事の介護その他の生活全

般にわたる援助を行います。訪問介護の事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の

保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。

また、職員がプロ意識と誇りを持ち、笑顔を絶やさず安心して働ける環境を作ることに

より介護の質が向上し利用者様及び関係機関からの評価が向上する事を会社理念として

努めます。営利法人ではありますが、社会・福祉・人に貢献する企業であると自覚をも

って運営いたします。 
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⑶ その他  

事項  内容  

  

 

訪問介護計画の作成及び事後評価 

 

 

担当のサービス提供責任者が、利用者様の直面して

いる課題等及び利用者様の希望を踏まえて、 訪問

介護計画を作成します。  

また、サービス提供の目標の達成状況等を評価し、

その結果を書面（サービス報告書）に記載して利用者

様に説明のうえ交付します。  

 

 

従業員研修  

年1回、身体拘束廃止・虐待防止・事故防止・リスク

マネジメント・倫理および法令遵守・プライバシー保

護・個人情報管理・認知症介護基礎研修（新規採用者

には１年以内）の研修を行っています。  

 

 

 

６ サービス内容に関する苦情等相談窓口  

  

 

当事業所相談窓口 

 

 

窓口責任者  正垣 真由理  

ご利用時間  ９:００～１６:００  

ご利用方法  電話（０７５-７４８-１９２３）  

      面接（当事業所相談室）  

            苦情箱（当事業所玄関に設置）  

  

当法人相談窓口 

窓口責任者  正垣 真由理  

ご利用時間  ９:００～１６:００  

ご利用方法  電話（０７５-７４８-１９２３）  

京都市北区役所 
保健福祉センター健康長寿推進課 

高齢介護保険担当 

受付時間：月曜日～金曜日９:００～１７：００ 

電話番号：０７５－４３２－１１８１ 
FAX番号：０７５－４３２－１３６４ 

京都市上京区役所 
保健福祉センター健康長寿推進課 

高齢介護保険担当 

受付時間：月曜日～金曜日９:００～１７：００ 

電話番号：０７５－４４１－０１１１ 
FAX番号：０７５－４４１－５１０６ 

京都市左京区役所 
保健福祉センター健康長寿推進課 

高齢介護保険担当 

受付時間：月曜日～金曜日９:００～１７：００ 

電話番号：０７５－７０２－１０００ 
FAX番号：０７５－７０２－１０６９ 

京都市中京区役所 
保健福祉センター健康長寿推進課 

高齢介護保険担当 

受付時間：月曜日～金曜日９:００～１７：００ 

電話番号：０７５－８１２－００６１ 
FAX番号：０７５－８１２－２５６６ 

京都市東山区役所 
保健福祉センター健康長寿推進課 

高齢介護保険担当 

受付時間：月曜日～金曜日９:００～１７：００ 

電話番号：０７５－５６１－１１９１ 
FAX番号：０７５－５６１－９１８７ 

京都市山科区役所 受付時間：月曜日～金曜日９:００～１７：００ 
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保健福祉センター健康長寿推進課 

高齢介護保険担当 
電話番号：０７５－５９２－３０５０ 
FAX番号：０７５－５９２－３２９０ 

京都市下京区役所 
保健福祉センター健康長寿推進課 

高齢介護保険担当 

受付時間：月曜日～金曜日９:００～１７：００ 

電話番号：０７５－３７１－７１０１ 
FAX番号：０７５－３７１－７２２８ 

京都市南区役所 
保健福祉センター健康長寿推進課 

高齢介護保険担当 

受付時間：月曜日～金曜日９:００～１７：００ 

電話番号：０７５－６８１－３１１１ 
FAX番号：０７５－６８１－３２９６ 

京都市右京区役所 
保健福祉センター健康長寿推進課 

高齢介護保険担当 

受付時間：月曜日～金曜日９:００～１７：００ 

電話番号：０７５－８６１－１１０１ 
FAX番号：０７５－８６１－１４１６ 

京都市西京区役所 
保健福祉センター健康長寿推進課 

高齢介護保険担当 

受付時間：月曜日～金曜日９:００～１７：００ 

電話番号：０７５－３８１－７１２１ 
FAX番号：０７５－３８１－７６３８ 

京都市西京区役所洛西支所 
保健福祉センター健康長寿推進課 

高齢介護保険担当 

受付時間：月曜日～金曜日９:００～１７：００ 

電話番号：０７５－３３２－８１１１ 
FAX番号：０７５－３３２－９２７４ 

京都市伏見区役所 
保健福祉センター健康長寿推進課 

高齢介護保険担当 

受付時間：月曜日～金曜日９:００～１７：００ 

電話番号：０７５－６１１－１１０１ 
FAX番号：０７５－６１１－２２７８ 

京都市伏見区役所深草支所 
保健福祉センター健康長寿推進課 

高齢介護保険担当 

受付時間：月曜日～金曜日９:００～１７：００ 

電話番号：０７５－６４２－３１０１ 
FAX番号：０７５－６４２－３６０３ 

京都市伏見区役所醍醐支所 
保健福祉センター健康長寿推進課 

高齢介護保険担当 

受付時間：月曜日～金曜日９:００～１７：００ 

電話番号：０７５－５７１－０００３ 
FAX番号：０７５－５７１－６４７１ 

 

京都府国民健康保険団体連合会 

 

受付時間：月曜日～金曜日９：００～１７：００ 

電話番号：０７５－３５４－９０９０ 

  
 

７ 緊急時及び事故発生時等における対応方法   

 サービス提供中に病状の急変などがあった場合は、速やかに利用者様の主治医、救急隊、

緊急時連絡先（ご家族等）、居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業者等へ連絡を

するとともに必要な措置を講じます。 

 また、サービス提供中に事故が発生した場合には、必要な措置を講じるとともに上記に

加え、京都市、市町村、当該利用者の家族及び当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に

連絡を行います。 

 

 



- 8 - 

主治医  

 

 

 

 

病院名  

及 び  

所在地  

 

 

 

氏名   

電話番号   

 

            

 緊急時連絡先（家族等） 

 

 

氏名（続柄）                            （      ） 

 

 住 所  

 

                   

 

 

電話番号   

 

８ 利用者様へのお願い  

 サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示してください。 

 当事業者はサービスの利用に当たり、利用者に対して重要事項説明書を交付のうえ、訪

問介護のサービス内容及び重要事項の説明を行いました。 

  

 説明年月日：平成  年  月  日  

 

    事業者        住 所      京都府宇治市木幡平尾 54-2 

                事業者（法人）名  合同会社 H2プロダクト 

                        訪問介護事業所 kitto・care御所南 

                            （事業所番号）  

代表者名  正垣 真由理                     印  

 

    説明者                職 名 サービス提供責任者 

                          氏 名 花木 由美子                               印  

 

  私は、重要事項説明書に基づいて重要事項の説明を受け、その内容に同意のうえ、本書

面を受領しました。 

 

利用者本人      住 所  

              氏 名                                           印  

 

（署名・法定）代理人   住 所  

                         氏 名                                           印 

               （利用者との関係：        ） 


